
有田市告示第２号 

 

 

 令和６・７年度において有田市の発注する建設工事及び建設工事に係る設計、監理、測

量、建設コンサルタント業務、地質調査業務等（以下「建設工事等」という。）の一般競争

（指名競争）入札（以下「競争入札」という。）に参加しようとする者に必要な資格、その

基本となるべき事項及び申請の時期並びに方法等を次のとおり定める。 

 

 

令和６年１月 19日 

                         有田市長  望 月 良 男 

 

 

（資格の基本となる事項） 

１ 申請の資格に係る基本となる事項は、次のとおりとする。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する入札に係る契約を締結する能力

を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者

で、その事実があった後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使

用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

 (3) 希望する業種に応じた関係法令等に基づく許可又は、登録を受けた者であること。 

① 建設工事を希望する者 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建設業の許可 

イ 国土交通大臣又は都道府県知事における経営事項審査を受けていること（建設業

法第２７条の２３） 

② 測量を希望する者 

 測量法（昭和２４年法律第１８８条）第５５条の５の規定による測量業務の登録 

③ 建築工事の設計、監理を希望する者 

 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の３の規定による建築士事務所

の登録 

④ 建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務を希望する者 

 各登録規定（建設コンサルタント登録規定、地質調査業者登録規定、補償コンサ

ルタント登録規定）に基づく登録 

 (4)  国税及び地方税を完納していること。 

 



（申請方法及び受付期間等） 

２ 申請の方法、受付期間及び受付場所は、次のとおりとする。 

(1) 申請の方法 

申請については、電子申請とする。 

添付書類については、直接持参又は郵送（当日消印有効） 

 (2) 受付期間 

 令和６年２月１日（木）から令和６年２月２９日（木）まで 

 月曜日～金曜日、午前８時３０分から正午まで 

         午後１時から午後５時１５分まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。） 

 (3) 受付場所 

 〒649-0392 和歌山県有田市箕島５０番地 

       有田市役所経営管理部総務課管財係 

       電話 ０７３７－２２－３７５０ 

 

（申請の書式及び提出部数等） 

３ 申請の書式、添付書類及び提出部数は次のとおりとする。 

 (1) 書式及び添付書類 

① 建設工事 

ア 市内に主たる営業所を有する者（市内業者） 

  和歌山県様式又は国土交通省様式に準ずる 

イ 市外に主たる営業所を有する者（市外業者） 

  国土交通省様式に準ずる 

② 測量、建築設計、建設コンサルタント 

ア 市内に主たる営業所を有する者（市内業者） 

国土交通省様式に準ずる 

イ 市外に主たる営業所を有する者（市外業者） 

国土交通省様式に準ずる 

 (2) 提出部数   参加を希望する部門毎に１部 

 (3) 有効期限   令和６年４月１日から令和８年３月３１日 

 (4) その他 

① 申請書類は、１部ずつＡ４判ファイル（色指定なし）に綴じて提出のこと。 

② 申請に際しては、別紙「提出書類一覧」を参照のこと。 

 


